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公的個人認証サービス事務処理要領 新旧対照表 

（下線の部分は改正部分） 

改正後 現行 

公的個人認証サービス事務処理要領 

第１ 総説 

１ （略） 

２ 定義 

（略） 

（31） 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年

法律第27号）第２条第７項に規定する個人

番号カードをいう。 

（32） カード代替電磁的記録 行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第８

項に規定するカード代替電磁的記録をいう

。 

（33）～

（45） 

３～４ （略） 

第２ 認証業務 

１ 電子証明書の発行 

（１）申請者／利用者による申請に基づく電子証明書の新規発行／更新（本人の

場合） 

ア 事務手順

（ア） （略）

（イ）申請者／利用者の本人性確認

A 本人確認書類の提示／提出要求（法第３条第３項、法第 22条第３

項、規則第５条、規則第 41条、電子署名に係る地方公共団体の認証

公的個人認証サービス事務処理要領 

第１ 総説 

１ （略） 

２ 定義 

（略） 

（31） 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年

法律第27号）第２条第７項に規定する個人

番号カードをいう。 

（新設） （新設） （新設） 

（32）～

（44） 

（略） （略） 

３～４ （略） 

第２ 認証業務 

１ 電子証明書の発行 

（１）申請者／利用者による申請に基づく電子証明書の新規発行／更新（本人の

場合） 

ア 事務手順

（ア） （略）

（イ）申請者／利用者の本人性確認

A 本人確認書類の提示／提出要求（法第３条第３項、法第 22条第３

項、規則第５条、規則第 41条、電子署名に係る地方公共団体の認証
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業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成 24 年総務

省令第 26 号）附則第２条） 

（略） 

（A）個人番号カード（有効期間内又は個人番号カードに添付された

写真と申請者／利用者の同一性を確認すること等により交付申

請者が本人であることを確認できた場合に限り個人番号カード

の有効期間満了の日から６月以内に限る。） 

（B）～（D） （略） 

（E）電子証明書の発行の申請について、申請者／利用者が本人であ

ること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認

するため、郵便その他住所地市区町村長が適当と認める方法によ

り当該申請者／利用者に対して文書で照会したその回答書及び住

所地市区町村長が適当と認める書類 

（略） 

なお、学生証、民間企業の社員証又は申請者／利用者名義の預

金通帳に相当するアプリケーションに係る映像面の提示を受ける

ことも考えられるが、上に掲げる書類の提示を受けることが困難

である場合であって、映像面の操作を求める措置（必要に応じて

追加で適宜、口頭で質問を行って補足する等の措置）をとる場合

に限る。（令和６年６月３日付け総行マ第 68号通知別紙を参照）。 

（略） 

（F） （略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カー

ド又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本４情報が

記載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場

合） 

本人確認書類として住基カード（基本４情報が記載されているも

のに限る。）又は個人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示さ

業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成 24 年総務

省令第 26号）附則第２条） 

（略） 

（A）個人番号カード 

 

 

 

（B）～（D） （略） 

（E）電子証明書の発行の申請について、申請者／利用者が本人であ

ること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認

するため、郵便その他住所地市区町村長が適当と認める方法によ

り当該申請者／利用者に対して文書で照会したその回答書及び住

所地市区町村長が適当と認める書類 

（略） 

なお、学生証、民間企業の社員証又は申請者／利用者名義の預

金通帳に相当するアプリケーションに係る映像面の提示を受ける

ことも考えられるが、上に掲げる書類の提示を受けることが困難

である場合であって、映像面の操作を求める措置（必要に応じて

追加で適宜、口頭で質問を行って補足する等の措置）をとる場合

に限る。（令和６年６月３日付け総行マ第 68号通知別紙を参照）。 

（略） 

（F） （略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カー

ド又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本４情報が

記載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場

合） 

本人確認書類として住基カード（基本４情報が記載されているも

のに限る。）又は個人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示さ
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れた場合は、統合端末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末

にて申請者／利用者に当該住基カード又は個人番号カードの住民

基本台帳ネットワークシステムに係るアプリケーションに関する

暗証番号の照合を行わせることにより、より確実な本人性の確認を

行う。顔認証カードが提示された場合又は暗証番号の照合に失敗し

た場合は、平成 21年４月 20日以後に交付された基本４情報が記載

されている住基カード又は個人番号カードについて、半導体集積回

路に記録された券面事項確認情報と券面記載事項が一致すること

を確認できた場合及び申請者／利用者に係る住民票の記載事項そ

の他の市町村長が適当と認める事項の申告を受ける場合を除いて、

受付不可とする。 

（略） 

C （略） 

（ウ）～（ク） （略） 

（ケ） 交付状況の記録 

電子証明書の交付の状況に関して、申請者／利用者から徴収した

電子証明書の発行に係る手数料の機構への支払いなど事務の適正・

迅速な処理に資するよう、住所地市区町村長において交付状況を適

宜記録することが適当である。 

 

 

 

イ～ク （略） 

（削る） 

 

 

 

れた場合は、統合端末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末

にて申請者／利用者に当該住基カード又は個人番号カードの住民

基本台帳ネットワークシステムに係るアプリケーションに関する

暗証番号の照合を行わせることにより、より確実な本人性の確認を

行う。顔認証カードが提示された場合又は暗証番号の照合に失敗し

た場合は、平成 21年４月 20日以後に交付された基本４情報が記載

されている住基カード又は個人番号カードについて、半導体集積回

路に記録された券面事項確認情報と券面記載事項が一致すること

を確認できた場合を除いて、受付不可とする。 

 

 

（略） 

C （略） 

（ウ）～（ク） （略） 

（ケ） 交付状況の記録 

電子証明書の交付の状況に関して、新規発行／更新申請書に追記

した事務処理上の項目について後日容易に把握できるよう、適宜ま

とめ、記録簿に記録しておくことが適当である。 

なお、当該記録簿は、事務の適正・迅速な処理に資するよう、定

型的な様式を作成し、原則としてこれに記載することとするのが適

当である。参考までに基本事項及び個別事項についての様式の例を

示せば、１－(1)－ケ、コに掲げるとおりである。 

イ～ク （略） 

ケ 交付記録簿の記載事項 

当該記録簿には、事務の適正・迅速な処理に資するよう、電子証明書

の種類ごとに以下の点について留意することが望ましい。 

（ア）受付年月日 

証明書新規発行／更新の申請を受付け、発行した年月日を記載する。 
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（削る） 

 

（２）申請者／利用者による申請に基づく電子証明書の新規発行／更新（代理人

の場合） 

ア 事務手順 

（ア）新規発行／更新申請書その他の必要書類の受理 

A・B （略） 

C その他の必要書類 

申請者／利用者の代理人として電子証明書の交付を受けようとす

る者に対し、新規発行／更新申請書に加え、次に掲げる書類（申請者

／利用者が特定年齢未満申請者であり、かつ、その者に係る出生の届

出と同時に申請をする場合にあっては、１－(1)－ア－(イ)－A－（F））

を提示又は提出させなければならない（規則第５条第２項及び第３

（イ）電子証明書発行のための通信件数 

１－(1)－イ－(タ)として記録した、一度の発行申請に基づく発行手

続の過程で、機構に電子証明書の発行要求を送信し、受信に成功した

件数の１日の総計を記載する。 

（ウ）電子証明書の交付件数 

上述（イ）のうち、後述（カ）破棄／職権失効数を除き、交付に至っ

た件数について記載する。 

（エ）電子証明書の有償の交付件数 

上述（ウ）のうち、所定の手数料を徴収して交付した件数を記載す

る。 

（オ）電子証明書の無償の交付件数 

上述（ウ）のうち、無償で証明書を交付した件数を記載する。 

（カ）破棄／職権失効件数 

１－(1)－イ－(チ)として記録した、一度の発行申請に基づく発行手

続の過程で、１－(1)－ア－(キ) －A における破棄及びその他の手続

誤り等による職権失効を行った件数の１日の総計を記載する。 

コ 交付記録簿の様式例 

     （略） 

（２）申請者／利用者による申請に基づく電子証明書の新規発行／更新（代理人

の場合） 

ア 事務手順 

（ア）新規発行／更新申請書その他の必要書類の受理 

A・B （略） 

C その他の必要書類 

申請者／利用者の代理人として電子証明書の交付を受けようとす

る者に対し、新規発行／更新申請書に加え、次に掲げる書類（申請者

／利用者が特定年齢未満申請者であり、かつ、その者に係る出生の届

出と同時に申請をする場合にあっては、１－(1)－ア－(イ)－A－（F））

を提示又は提出させなければならない（規則第５条第２項及び第３
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項、規則第 41条第２項及び第３項）。 

（A）申請者／利用者本人の署名又は記名押印がある委任状（代理人

が法定代理人（登記事項証明書の代理行為目録又は代理権目録

（以下「代理行為目録等」という。）により代理権を有している

と認められる保佐人、補助人及び任意後見人を含む。以下同じ。）

である場合にあっては、戸籍謄本、代理行為目録等その他の法定

代理人であることを示す書類（以下「戸籍謄本等」という。））。

ただし、本籍地が管内であり、市町村が法定代理人であることを

確認できる場合は、市町村長の判断により、戸籍謄本等を省略す

ることができる。 

（B）電子証明書の新規発行／更新の申請について、申請者／利用者

が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであ

ることを確認するため、郵便その他住所地市区町村長が適当と認

める方法により当該申請者／利用者に対して文書で照会したそ

の回答書及び住所地市区町村長が適当と認める書類 

（略） 

なお、当該代理人が法定代理人であるとき及び転入届又は転

居届と併せて、発行の申請を行う場合であって、当該代理人が申

請者／利用者と同一世帯人であるときは、回答書は不要とする。 

本回答書に記載された暗証番号については、法定代理人以外

の代理人が当該暗証番号を知り得ることのないよう、申請者／

利用者に隠蔽シールを貼付し又は当該回答書を封筒に封入・封

緘する措置を講じさせなければならない。回答書が不要な場合

においても、暗証番号については、法定代理人以外の代理人等

が当該暗証番号を知り得ることのないよう、申請者／利用者に

隠蔽シールを貼付し又は封筒に封入・封緘する措置を講じた書

類を代理人に提出させなければならない。 

（略） 

 

項、規則第 41条第２項及び第３項）。 

（A）申請者／利用者本人の署名又は記名押印がある委任状（代理人

が法定代理人である場合にあっては、戸籍謄本その他の法定代理

人であることを示す書類） 

 

 

 

 

 

 

（B）電子証明書の新規発行／更新の申請について、申請者／利用者

が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであ

ることを確認するため、郵便その他住所地市区町村長が適当と認

める方法により当該申請者／利用者に対して文書で照会したそ

の回答書及び住所地市区町村長が適当と認める書類 

（略） 

なお、転入届又は転居届と併せて、発行の申請を行う場合で

あって、当該代理人が申請者／利用者と同一世帯人又は法定代

理人であるときは、回答書は不要とする。 

本回答書に記載された暗証番号については、代理人が当該暗

証番号を知り得ることのないよう、申請者／利用者に隠蔽シー

ルを貼付し又は当該回答書を封筒に封入・封緘する措置を講じ

させなければならない。回答書が不要な場合においても、暗証

番号については、代理人が当該暗証番号を知り得ることのない

よう、申請者／利用者に隠蔽シールを貼付し又は封筒に封入・

封緘する措置を講じた書類を代理人に提出させなければなら

ない。 

（略） 
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（イ）代理人の本人性確認 

A 本人確認書類の提示要求（法第３条第３項、法第 22条第３項、規

則第５条、規則第 41条、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に

関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成 24 年総務省令第

26号）附則第２条） 

代理人と委任状又は戸籍謄本等に記載された人物が同一である

ことを確認するため、代理人より、次の（A）から（E）に掲げるい

ずれかの書類又は電磁的記録であって、代理人が当該代理人本人で

あることを確認するため住所地市区町村長が適当と認めるものの

提示又は送信を受け、その記載内容や写真と当該委任状の記載内容

を照合し、代理人本人に相違ないことを確認する。ただし、申請者

／利用者が特定年齢未満申請者であり、かつ、その者に係る出生の

届出と同時に新規発行の申請をする場合には不要とする。 

（A）個人番号カード又はカード代替電磁的記録を構成する電磁的

記録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する

電磁的記録（当該電磁的記録の送信が番号利用法第 18 条の３

第１項の規定による認定を受けたプログラム（情報処理の促進

に関する法律（昭和 45年法律第 90号）第２条第２項に規定す

るプログラムをいう。以下同じ。）と同等の機能を有するものを

用いて行われ、当該電磁的記録が当該送信を行った者のもので

あることの確認（番号利用法第 18 条の４第１項の規定により

内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するも

のを用いて行うものに限る。）が行われるものに限る。） 

（B）～（E） （略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カー

ド又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本４情報が

記載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場

合） 

（イ）代理人の本人性確認 

A 本人確認書類の提示要求（法第３条第３項、法第 22 条第３項、規

則第５条、規則第 41条、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に

関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成 24年総務省令第 26

号）附則第２条） 

代理人と委任状又は戸籍謄本等に記載された人物が同一である

ことを確認するため、代理人より、次の（A）から（E）に掲げるい

ずれかの書類であって、代理人が当該代理人本人であることを確認

するため住所地市区町村長が適当と認めるものの提示を受け、その

記載内容や写真と当該委任状の記載内容を照合し、代理人本人に相

違ないことを確認する。ただし、申請者／利用者が特定年齢未満申

請者であり、かつ、その者に係る出生の届出と同時に新規発行の申

請をする場合には不要とする。 

（A）個人番号カード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（B）～（E） （略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カー

ド又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本４情報が

記載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場

合） 
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本人確認書類として住基カード（基本４情報が記載されているも

のに限る。）又は個人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示さ

れた場合は、統合端末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末

にて代理人に当該住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳

ネットワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号

の照合を行わせることにより、より確実な本人性の確認を行う。顔

認証カードが提示された場合又は暗証番号の照合に失敗した場合

は、平成 21 年４月 20日以後に交付された基本４情報が記載されて

いる住基カード又は個人番号カードについて、半導体集積回路に記

録された券面事項確認情報と券面記載事項が一致することを確認

できた場合及び申請者／利用者に係る住民票の記載事項その他の

市町村長が適当と認める事項の申告を受ける場合を除いて、受付不

可とする。 

（略） 

本人確認書類として住基カード（基本４情報が記載されているも

のに限る。）又は個人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示さ

れた場合は、統合端末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末

にて代理人に当該住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳

ネットワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号

の照合を行わせることにより、より確実な本人性の確認を行う。顔

認証カードが提示された場合又は暗証番号の照合に失敗した場合

は、平成 21年４月 20日以後に交付された基本４情報が記載されて

いる住基カード又は個人番号カードについて、半導体集積回路に記

録された券面事項確認情報と券面記載事項が一致することを確認

できた場合を除いて、受付不可とする。 

 

 

（略） 
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C （略） 

（ウ）～（ケ） （略） 

イ～エ （略） 

オ 照会書、回答書及び委任状の様式例 

 

C （略） 

（ウ）～（ケ） （略） 

イ～エ （略） 

オ 照会書、回答書及び委任状の様式例 

令和  年  月  日

〒○○○-○○○○

○○県○○市○○

○○　○○様 　○○　○○

令和  年  月　日

申請するものに相違ありません。

令和　年　月　日

注：電子証明書の暗証番号の保護については、回答書を封筒に封入・封緘する措置を講じさせる場合には、

　　（２）の二点目について、例えば次のような注意事項を記すこと。

・電子署名を行う際に必要となる署名用電子証明書用暗証番号及びマイナポータルのログイン等に必要となる利用者証明用電子証明書用暗証
番号を記入し、他人の目に触れないよう、封筒に封入・封緘し、封緘部に署名又は押印した上で、代理人に持参させなくてはなりません。

　署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の発行／更新申請は、私の意思によって

（申請者／利用者の住所）

（申請者／利用者の氏名）

住民基本台帳用

暗証番号

※

※既に設定している数字４桁の個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシステムに係る

　アプリケーションに関する暗証番号を記入してください。

署名用電子証明書の

暗証番号

利用者証明用電子証

明書の暗証番号

(本人との関係)

委任状

　 ○○○長　殿

（申請者／利用者の住所）

　　　　　　　(申請者／利用者の氏名）

　私は、下記の者を代理人として電子証明書の発行／更新に関する手続（代替文字の選
択を含む）及び電子証明書の受領についての権限を委任しましたので通知します。
※　代替文字の選択とは、申請される方の住所、氏名のコンピュータ入力に際して、画面上に正確に表示されない文

字の代わりに置き換える文字を選ぶ手続のこと。

印
○○○長

　本日、あなたの電子証明書新規発行／更新に係る手続開始の依頼を受付けましたので照会します。あなたの意思に
基づく依頼に相違なければ下記の回答書に必要事項を記載の上、署名又は記名押印して、あなたご自身が持参して下
さい。
（ご注意）
(1) あなたご自身が来庁される場合は、電子証明書の暗証番号の記入は必要ありません。
(2) やむを得ず回答書の持参を代理人に依頼されるときは、以下の点を守ってください。
　　・委任状の委任内容を表す文中、新規発行又は更新の該当するものに○を付け、必要事
　　　項を記載の上、署名または記名押印してください。
　　・電子署名を行う際に必要となる署名用電子証明書用暗証番号及びマイナポータルのロ
　　　グイン等に必要となる利用者証明用電子証明書用暗証番号を記入し、その上に隠蔽シ
　　　ールを貼付する等、他人の目に触れないような措置を必ず講じた上で、代理人に持参
　　　させなくてはなりません。
　　・顔認証マイナンバーカードを希望される方は、暗証番号の記入は不要です。
　　　暗証番号欄への隠蔽シールの貼付や封筒に封入・封緘する措置も不要です。
　　・あなたとあなたが指定した代理人が本人であることを確認するため、あなたと代理人
　　　の個人番号カード又は運転免許証等の本人確認書類を提出することが必要です。
　　・代理人に、電子証明書を格納するための個人番号カードを委託してください。
(3) 回答書は必ず来庁の上、提出して下さい。郵送その他の方法により提出された場合は、
　　受付けできません。
(4) 本書の有効期限は令和  年  月  日です。

回答書

 　○○○長　殿

署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書　新規発行／更新照会書兼回答書

(1)又は(2)のどちらかにチェックを記入してください。

※　新規発行の場合は、ご自身の希望される暗証番号を署名用電子証明書については英字または数字で6文字以上16文字以下、

　利用者証明用電子証明書については数字4文字で分かりやすくご記入ください。

   更新の場合は、ご自身で設定されている従来の暗証番号のみご記入いただき、更新後も再度同じ暗証番号を設定致しますので、

　あらかじめご了承ください。その際は、数字の「0」と英字の「O」、数字の「1」と英字の「l」などの混同を避けるため、

　分かりやすくご記入ください。

(代理人の住所)

　顔認証マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書は、健康保険証としての利用は可能ですが、マイナポータルなど暗証番号の入力を必要とする

各種オンラインサービスでは利用できません。

(代理人の氏名)

(1)暗証番号を設定する

【注意】

　(1)を選択した方のみ以下の欄に設定する暗証番号を記入してください。

(2)いずれの暗証番号も設定しない（顔認証マイナンバーカード）
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カ～ク （略） 

（削除） 

 

（削除） 

 

２ 電子証明書の失効 

 （略） 

（１）利用者による申請／秘密鍵の漏えい等届出に基づく電子証明書の失効（本

人の場合） 

（ア）（略） 

（イ）利用者の本人性確認 

A （略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カード

又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本 4 情報が記

載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場合） 

本人確認書類として住基カード（基本４情報が記載されているも

のに限る。）又は個人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示され

た場合は、統合端末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末にて

利用者に当該住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネット

ワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合を

行わせることにより、より確実な本人性の確認を行う。顔認証カード

が提示された場合又は暗証番号の照合に失敗した場合は、平成 21年

４月 20日以後に交付された基本４情報が記載されている住基カード

又は個人番号カードについて、半導体集積回路に記録された券面事

項確認情報と券面記載事項が一致することを確認できた場合及び申

請者／利用者に係る住民票の記載事項その他の市町村長が適当と認

める事項の申告を受ける場合を除いて、受付不可とする。 

（ウ）～（キ）（略） 

カ～ク （略） 

ケ 交付記録簿の記載事項 

１－(1)－ケに準ずる。 

コ 交付記録簿の様式例 

１－(1)－コに準ずる。 

２ 電子証明書の失効 

（略） 

（１）利用者による申請／秘密鍵の漏えい等届出に基づく電子証明書の失効（本

人の場合） 

（ア） （略） 

（イ）利用者の本人性確認 

A （略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カード

又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本 4 情報が記

載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場合） 

本人確認書類として住基カード（基本４情報が記載されているも

のに限る。）又は個人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示され

た場合は、統合端末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末にて

利用者に当該住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネット

ワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合を

行わせることにより、より確実な本人性の確認を行う。顔認証カード

が提示された場合又は暗証番号の照合に失敗した場合は、平成 21年

４月 20日以後に交付された基本４情報が記載されている住基カード

又は個人番号カードについて、半導体集積回路に記録された券面事

項確認情報と券面記載事項が一致することを確認できた場合を除い

て、受付不可とする。 

 

（ウ）～（キ）（略） 
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ｲ～キ （略） 

（２） 利用者による申請／秘密鍵の漏えい等届出に基づく電子証明書の失効

（代理人の場合） 

ア 事務手順 

イ 電子証明書失効申請／秘密鍵漏えい等届出書（代理人）の記載事項 

（ア）～（ツ） （略） 

（テ） （略） 

ウ～カ （略） 

（３） （略） 

３ 認証業務情報の開示請求の受付 

（１）開示請求者による認証業務情報の開示請求の受付（本人の場合） 

ア 事務手順 

（ア） 開示請求書の受理 

A・B （略） 

（イ）開示請求者の本人性確認 

A 本人確認書類の提示／提出要求（規則第 75条、電子署名に係る地

方公共団体の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（平成 24年総務省令第 26 号）附則第２条） 

（略） 

（A）～（E） （略） 

（F）開示請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示

請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵

便その他住所地市区町村長が適当と認める方法により当該開示

請求者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市区町村

長が適当と認める書類 

回答書とは、開示請求者本人又は代理人が送付を依頼した開示

請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求

が本人の意思に基づくものであることを確認するための照会書

への回答書である。依頼時において、可能な範囲内での依頼者の

ｲ～キ （略） 

（２） 利用者による申請／秘密鍵の漏えい等届出に基づく電子証明書の失効

（代理人の場合） 

ア 事務手順 

イ 電子証明書失効申請／秘密鍵漏えい等届出書（代理人）の記載事項 

（ア）～（ツ） （略） 

（ト） （略） 

ウ～カ （略） 

（３） （略） 

３ 認証業務情報の開示請求の受付 

（１）開示請求者による認証業務情報の開示請求の受付（本人の場合） 

ア 事務手順 

（ア） 開示請求書の受理 

A・B （略） 

（イ）開示請求者の本人性確認 

A 本人確認書類の提示／提出要求（規則第 75条、電子署名に係る地

方公共団体の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（平成 24年総務省令第 26号）附則第２条） 

（略） 

（A）～（E） （略） 

（F）開示請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示

請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵

便その他住所地市区町村長が適当と認める方法により当該開示

請求者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市区町村

長が適当と認める書類 

回答書とは、開示請求者本人又は代理人が、来庁し、送付を依

頼した開示請求について、開示請求者が本人であること及び当

該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するた

めの照会書への回答書である。依頼時において、可能な範囲内で
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本人性の確認、開示請求者の実在性の確認及び開示請求書の提

示が必要となる。当該様式は住所地市区町村長が定めるもので

あるが、参考までに基本事項及び個別事項についての様式の例

を示せば、３－(1)－エ、オに掲げるとおりである。 

（略） 

B・C （略） 

（ウ）～（カ） （略） 

イ～オ （略） 

（２）開示請求者による認証業務情報の開示請求の受付（代理人の場合） 

ア 事務手順 

（ア）開示請求書その他の必要書類の受理 

A・B （略）  

C その他の必要書類 

開示請求者の代理人として開示請求を行おうとする者に対し、開

示請求書に加え、次に掲げる書類を提示又は提出させなければなら

ない（規則第 75 条）。 

（A）開示請求者本人の署名又は記名押印がある委任状（代理人が

法定代理人である場合にあっては、戸籍謄本等）。ただし、本籍

地が管内であり、市町村が法定代理人であることを確認できる

場合は、市町村長の判断により、戸籍謄本等を省略することが

できる。 

（B）（略） 

（イ）～（カ） （略） 

イ～オ （略） 

４～６ （略） 

 

第３ 国外転出者に係る認証業務等 

１ 電子証明書の発行 

（1）申請者／利用者による申請に基づく電子証明書の新規発行／更新（本人の

の依頼者の本人性の確認、開示請求者の実在性の確認及び開示

請求書の提示が必要となる。当該様式は住所地市区町村長が定

めるものであるが、参考までに基本事項及び個別事項について

の様式の例を示せば、３－(1)－エ、オに掲げるとおりである。 

（略） 

B・C （略） 

（ウ）～（カ） （略） 

イ～オ （略） 

（２）開示請求者による認証業務情報の開示請求の受付（代理人の場合） 

ア 事務手順 

（ア）開示請求書その他の必要書類の受理 

A・B （略）  

C その他の必要書類 

開示請求者の代理人として開示請求を行おうとする者に対し、開

示請求書に加え、次に掲げる書類を提示又は提出させなければなら

ない（規則第 75条）。 

（A）開示請求者本人の署名又は記名押印がある委任状（代理人が

法定代理人である場合にあっては、戸籍謄本その他の法定代理

人であることを示す書類） 

 

 

（B）（略） 

（イ）～（カ） （略） 

イ～オ （略） 

４～６ （略） 

 

第３ 国外転出者に係る認証業務等 

１ 電子証明書の発行 

（1）申請者／利用者による申請に基づく電子証明書の新規発行／更新（本人の
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場合） 

ア 事務手順 

（ア） （略） 

（イ） 申請者／利用者の本人性確認 

A 本人確認書類の提示／提出要求（法第３条の２第２項において準用

する法第３条第３項、法第 22 条の２第２項において準用する法第 22

条第３項、規則第５条、規則第 41条、電子署名に係る地方公共団体の

認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第２条） 

附票管理市区町村において申請があった場合には、申請者／利用

者と申請書に記載された人物が同一であることを確認するため、申

請者／利用者より、原則個人番号カード（有効期間内又は個人番号

カードに添付された写真と申請者／利用者の同一性を確認するこ

と等により交付申請者が本人であることを確認できた場合に限り

個人番号カードの有効期間満了の日から６月以内に限る。）又は旅

券その他附票管理市区町村長が適当と認めるものの提示若しくは

提出を受け、その記載内容や写真と当該申請書の記載内容を照合

し、申請者／利用者本人に相違ないことを確認する。なお、適切な

書類による確実な確認が行えない場合は、受付不可とする。また、

提示又は提出された本人確認書類と申請書の間に齟齬が見つかっ

た場合には、必要に応じて申請者／利用者に質問等を行い、事実関

係を明らかにする。氏名、国外転出届に記載した国外転出（予定）

日、生年月日、男女の別その他申請書の内容に疑義が生じた場合は、

受付不可とする。 

（略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カード

又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本４情報が記

載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場合） 

附票管理市区町村において申請があった場合に本人確認書類と

場合） 

ア 事務手順 

（ア） （略） 

（イ） 申請者／利用者の本人性確認 

A 本人確認書類の提示／提出要求（法第３条の２第２項において準用

する法第３条第３項、法第 22 条の２第２項において準用する法第 22

条第３項、規則第５条、規則第 41条、電子署名に係る地方公共団体の

認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第２条） 

附票管理市区町村において申請があった場合には、申請者／利用

者と申請書に記載された人物が同一であることを確認するため、申

請者／利用者より、原則個人番号カード又は旅券その他附票管理市

区町村長が適当と認めるものの提示若しくは提出を受け、その記載

内容や写真と当該申請書の記載内容を照合し、申請者／利用者本人

に相違ないことを確認する。なお、適切な書類による確実な確認が

行えない場合は、受付不可とする。また、提示又は提出された本人

確認書類と申請書の間に齟齬が見つかった場合には、必要に応じて

申請者／利用者に質問等を行い、事実関係を明らかにする。氏名、

国外転出届に記載した国外転出（予定）日、生年月日、男女の別そ

の他申請書の内容に疑義が生じた場合は、受付不可とする。 

 

 

 

 

（略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カード

又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本４情報が記

載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場合）  

附票管理市区町村において申請があった場合に本人確認書類と



13 

 

して住基カード（基本４情報が記載されているものに限る。）又は個

人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示された場合は、統合端

末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末にて申請者／利用者

に当該住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワー

クシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合を行

わせることにより、より確実な本人性の確認を行う。顔認証カード

が提示された場合又は暗証番号の照合に失敗した場合は、平成 21年

４月 20 日以後に交付された基本４情報が記載されている住基カー

ド又は個人番号カードについて、半導体集積回路に記録された券面

事項確認情報と券面記載事項が一致することを確認できた場合及

び申請者／利用者に係る戸籍の附票の記載事項その他の市町村長

が適当と認める事項の申告を受ける場合を除いて、受付不可とす

る。 

（略） 

（ウ）～（ク） （略） 

（ケ） 交付状況の記録 

電子証明書の交付の状況に関して、申請者／利用者から徴収した電子

証明書の発行に係る手数料の機構への支払いなど事務の適正・迅速な

処理に資するよう、住所地市区町村長において交付状況を適宜記録す

ることが適当である。 

 

 

 

イ～ク （略） 

（削除） 

 

 

 

 

して住基カード（基本４情報が記載されているものに限る。）又は個

人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示された場合は、統合端

末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末にて申請者／利用者

に当該住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワー

クシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合を行

わせることにより、より確実な本人性の確認を行う。顔認証カード

が提示された場合又は暗証番号の照合に失敗した場合は、平成 21年

４月 20 日以後に交付された基本４情報が記載されている住基カー

ド又は個人番号カードについて、半導体集積回路に記録された券面

事項確認情報と券面記載事項が一致することを確認できた場合を

除いて、受付不可とする。 

 

 

（略） 

（ウ）～（ク） （略） 

（ケ） 交付状況の記録 

電子証明書の交付の状況に関して、新規発行／更新申請書に追記し

た事務処理上の項目について後日容易に把握できるよう、適宜まとめ、

記録簿に記録しておくことが適当である。 

なお、当該記録簿は、事務の適正・迅速な処理に資するよう、定型

的な様式を作成し、原則としてこれに記載することとするのが適当で

ある。参考までに基本事項及び個別事項についての様式の例を示せば、

１－(1)－ケ、コに掲げるとおりである。 

イ～ク （略） 

ケ 交付記録簿の記載事項 

当該記録簿には、事務の適正・迅速な処理に資するよう、電子証明書

の種類ごとに以下の点について留意することが望ましい。 

（ア）受付年月日 

証明書新規発行／更新の申請を受付け、発行した年月日を記載する。 
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（削除） 

 

 

（２）申請者／利用者による申請に基づく電子証明書の新規発行／更新（代理人

の場合） 

ア 事務手順 

（ア）新規発行／更新申請書その他の必要書類の受理 

A・B （略） 

C その他の必要書類 

申請者／利用者の代理人として電子証明書の交付を受けようとす

る者に対し、新規発行／更新申請書に加え、次に掲げる書類を提示又

は提出させなければならない（規則第５条第２項及び第３項、規則第

41 条第２項及び第３項）。 

（A）申請者／利用者本人の署名又は記名押印がある委任状（代理人

（イ）電子証明書発行のための通信件数 

一度の発行申請に基づく発行手続の過程で、機構に電子証明書の発

行要求を送信し、受信に成功した件数の１日の総計を記載する。 

（ウ）電子証明書の交付件数 

上述（イ）のうち、後述（カ）破棄／職権失効数を除き、交付に至っ

た件数について記載する。 

（エ）電子証明書の有償の交付件数 

上述（ウ）のうち、所定の手数料を徴収して交付した件数を記載す

る。 

（オ）電子証明書の無償の交付件数 

上述（ウ）のうち、無償で証明書を交付した件数を記載する。 

（カ）破棄／職権失効件数 

一度の発行申請に基づく発行手続の過程で、１－(1)－ア－(キ) －

A における破棄及びその他の手続誤り等による職権失効を行った件数

の１日の総計を記載する。 

コ 交付記録簿の様式例 

    （略） 

 

（２）申請者／利用者による申請に基づく電子証明書の新規発行／更新（代理人

の場合） 

ア 事務手順 

（ア）新規発行／更新申請書その他の必要書類の受理 

A・B （略） 

C その他の必要書類 

申請者／利用者の代理人として電子証明書の交付を受けようとす

る者に対し、新規発行／更新申請書に加え、次に掲げる書類を提示又

は提出させなければならない（規則第５条第２項及び第３項、規則第

41条第２項及び第３項）。 

（A）申請者／利用者本人の署名又は記名押印がある委任状（代理人
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が法定代理人である場合にあっては、戸籍謄本等）。ただし、本

籍地が管内であり、市町村が法定代理人であることを確認できる

場合は、市町村長の判断により、戸籍謄本等を省略することがで

きる。 

 

（B）（略） 

回答書とは、申請者／利用者本人又は代理人が送付を依頼し

た電子証明書の新規発行／更新の申請について、申請者／利用

者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくもの

であることを確認するための照会書への回答書である。依頼時

において、可能な範囲内での依頼者の本人性の確認、申請者／

利用者の実在性の確認及び新規発行／更新申請書の提示が必

要となる。 

（略） 

（イ）代理人の本人性確認 

A 本人確認書類の提示要求（法第３条第３項、法第 22 条第３項、規

則第５条、規則第 41 条、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に

関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成 24年総務省令第 26

号）附則第２条） 

代理人と委任状又は戸籍謄本等に記載された人物が同一である

ことを確認するため、代理人より、次の（A）から（E）に掲げるい

ずれかの書類又は電磁的記録であって、代理人が当該代理人本人で

あることを確認するため附票管理市区町村長が適当と認めるもの

の提示又は送信を受け、その記載内容や写真と当該委任状の記載内

容を照合し、代理人本人に相違ないことを確認する。 

 

 

（A）個人番号カード又はカード代替電磁的記録を構成する電磁的記

録のうち、氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電

が法定代理人である場合にあっては、戸籍謄本その他の法定代理

人であることを示す書類） 

 

 

 

（B）（略） 

回答書とは、申請者／利用者本人又は代理人が来庁し、送付

を依頼した電子証明書の新規発行／更新の申請について、申請

者／利用者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基

づくものであることを確認するための照会書への回答書であ

る。依頼時において、可能な範囲内での依頼者の本人性の確認、

申請者／利用者の実在性の確認及び新規発行／更新申請書の

提示が必要となる。 

（略） 

（イ）代理人の本人性確認 

A 本人確認書類の提示要求（法第３条第３項、法第 22 条第３項、規

則第５条、規則第 41条、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に

関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成 24年総務省令第 26

号）附則第２条） 

代理人と委任状又は戸籍謄本等に記載された人物が同一である

ことを確認するため、代理人より、次の（A）から（E）に掲げるい

ずれかの書類であって、代理人が当該代理人本人であることを確認

するため附票管理市区町村長が適当と認めるものの提示を受け、そ

の記載内容や写真と当該委任状の記載内容を照合し、代理人本人に

相違ないことを確認する。 

 

 

（A）個人番号カード 
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磁的記録（当該電磁的記録の送信が番号利用法第 18条の３第１

項の規定による認定を受けたプログラムと同等の機能を有する

ものを用いて行われ、当該電磁的記録が当該送信を行った者の

ものであることの確認（番号利用法第 18条の４第１項の規定に

より内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有する

ものを用いて行うものに限る。）が行われるものに限る。） 

（B）～（E）（略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カー

ド又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本４情報が

記載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場

合） 

本人確認書類として住基カード（基本４情報が記載されているも

のに限る。）又は個人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示され

た場合は、統合端末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末にて

代理人に当該住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネット

ワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合を

行わせることにより、より確実な本人性の確認を行う。顔認証カード

が提示された場合又は暗証番号の照合に失敗した場合は、平成 21年

４月 20 日以後に交付された基本４情報が記載されている住基カード

又は個人番号カードについて、半導体集積回路に記録された券面事項

確認情報と券面記載事項が一致することを確認できた場合及び申請

者／利用者に係る戸籍の附票の記載事項その他の市町村長が適当と

認める事項の申告を受ける場合を除いて、受付不可とする。 

（ウ）～（ケ） （略） 

イ～エ （略） 

オ 照会書、回答書及び委任状の様式例 

 

 

 

 

 

 

（B）～（E）（略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カー

ド又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本４情報が

記載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場

合） 

本人確認書類として住基カード（基本４情報が記載されているもの

に限る。）又は個人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示された

場合は、統合端末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末にて代

理人に当該住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネット

ワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合を

行わせることにより、より確実な本人性の確認を行う。顔認証カード

が提示された場合又は暗証番号の照合に失敗した場合は、平成 21 年

４月 20 日以後に交付された基本４情報が記載されている住基カード

又は個人番号カードについて、半導体集積回路に記録された券面事項

確認情報と券面記載事項が一致することを確認できた場合を除いて、

受付不可とする。 
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ク （略） 

（削除） 

 

（ウ）～（ケ） （略） 

イ～エ （略） 

オ 照会書、回答書及び委任状の様式例 
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（削除） 

 

 

２ 電子証明書の失効 

（1）利用者による申請／秘密鍵の漏えい等届出に基づく電子証明書の失効（本

人の場合） 

ア 事務手順 

（ア） （略） 

（イ） 利用者の本人性確認 

A （略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カー

ド又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本４情報が

記載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場

合） 

本人確認書類として住基カード（基本４情報が記載されているも

のに限る。）又は個人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示さ

れた場合は、統合端末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末

にて利用者に当該住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳

ネットワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号

の照合を行わせることにより、より確実な本人性の確認を行う。顔

認証カードが提示された場合又は暗証番号の照合に失敗した場合

は、平成 21 年４月 20日以後に交付された基本４情報が記載されて

いる住基カード又は個人番号カードについて、半導体集積回路に記

録された券面事項確認情報と券面記載事項が一致することを確認

できた場合及び申請者／利用者に係る戸籍の附票の記載事項その

他の市町村長が適当と認める事項の申告を受ける場合を除いて、受

付不可とする。 

（略） 

ク （略） 

ケ 交付記録簿の記載事項 

１－(1)－キに準ずる。 

コ 交付記録簿の様式例 

１－(1)－クに準ずる。 

 

２ 電子証明書の失効 

（1）利用者による申請／秘密鍵の漏えい等届出に基づく電子証明書の失効（本

人の場合） 

ア 事務手順 

（ア） （略） 

（イ） 利用者の本人性確認 

A （略） 

B 住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳ネットワークシス

テムに係るアプリケーションに関する暗証番号の照合及び住基カー

ド又は個人番号カードの運用状況の確認（住基カード（基本４情報が

記載されているものに限る。）又は個人番号カードが提示された場

合） 

本人確認書類として住基カード（基本４情報が記載されているも

のに限る。）又は個人番号カード（顔認証カードを除く。）が提示さ

れた場合は、統合端末の操作者の認証を行った上で、当該統合端末

にて利用者に当該住基カード又は個人番号カードの住民基本台帳

ネットワークシステムに係るアプリケーションに関する暗証番号

の照合を行わせることにより、より確実な本人性の確認を行う。顔

認証カードが提示された場合又は暗証番号の照合に失敗した場合

は、平成 21年４月 20日以後に交付された基本４情報が記載されて

いる住基カード又は個人番号カードについて、半導体集積回路に記

録された券面事項確認情報と券面記載事項が一致することを確認

できた場合を除いて、受付不可とする。 
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（ウ）～（ツ） （略） 

イ～ク （略） 

 

（２）利用者による申請／秘密鍵の漏えい等届出に基づく電子証明書の失効（代

理人の場合） 

ア （略） 

イ 電子証明書失効申請／秘密鍵漏えい等届出書（代理人）の記載事項 

（ア）～（ツ） （略） 

（テ）～（ナ） （略） 

ウ・エ （略） 

（３） （略） 

３ 認証業務情報の開示請求の受付 

（１） （略） 

（２）開示請求者による認証業務情報の開示請求の受付（代理人の場合） 

ア 事務手順 

（ア）開示請求書その他の必要書類の受理 

A・B （略） 

C その他の必要書類 

開示請求者の代理人として開示請求を行おうとする者に対し、開

示請求書に加え、次に掲げる書類を提示又は提出させなければなら

ない（規則第 75 条）。 

（A）開示請求者本人の署名又は記名押印がある委任状（代理人が法

定代理人である場合にあっては、戸籍謄本等）。ただし、本籍地

が管内であり、市町村が法定代理人であることを確認できる場合

は、市町村長の判断により、戸籍謄本等を省略することができる。 

（B） （略） 

（イ）～（カ） （略） 

イ 開示請求書（代理人）の記載事項 

（ア）～（コ） （略） 

 

 

（略） 

（ウ）～（ツ） （略） 

イ～ク （略） 

 

（２）利用者による申請／秘密鍵の漏えい等届出に基づく電子証明書の失効（代

理人の場合） 

ア （略） 

イ 電子証明書失効申請／秘密鍵漏えい等届出書（代理人）の記載事項 

（ア）～（ツ） （略） 

（ソ）～（チ） （略） 

ウ・エ （略） 

（３） （略） 

３ 認証業務情報の開示請求の受付 

（１） （略） 

（２）開示請求者による認証業務情報の開示請求の受付（代理人の場合） 

ア 事務手順 

（ア）開示請求書その他の必要書類の受理 

A・B （略） 

C その他の必要書類 

開示請求者の代理人として開示請求を行おうとする者に対し、開

示請求書に加え、次に掲げる書類を提示又は提出させなければなら

ない（規則第 75条）。 

（A）開示請求者本人の署名又は記名押印がある委任状（代理人が

法定代理人である場合にあっては、戸籍謄本その他の法定代理

人であることを示す書類） 

 

（B） （略） 
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（サ）代理人の電話番号 

上述(コ) 開示請求者の電話番号に準ずる。 

（シ） （略） 

（ス）代理人のメールアドレス 

上述(シ) 開示請求者のメールアドレスに準ずる。 

（ソ）～（ヌ） （略） 

ウ～オ （略） 

４～６ （略） 

 

第４ その他附帯業務 

１・２ （略） 

３ 電子証明書の一時保留解除等 

電子証明書は、個人番号カードに格納されるため、カードが紛失等によって一

時停止状態となると、それに伴い電子証明書も一時保留状態になる。また、紛失

した個人番号カードが後日発見された場合、一旦一時保留状態となった電子証明

書は、失効させる必要があるため、その旨を利用者又は代理人に説明し、失効申

請に基づいて電子証明書の失効を行う。 

この際、一時保留状態となっている個人番号カードについては、個人番号カー

ド運用状況を運用中とする（個人番号カードの交付等に関する事務処理要領第７

－６）。 

あわせて、必要に応じて、新たな電子証明書の発行申請を求め、発行処理を行

う。 

４ 申請書等の保存 

（1）保存対象文書 

市区町村長は、以下に掲げる、法、令及び規則等に基づく申請書その他の

書類を保存しなければならない。 

ア～ケ （略） 

（削除） 

（略） 

（イ）～（カ） （略） 

イ 開示請求書（代理人）の記載事項 

（ア）～（コ） （略） 

（サ）代理人の電話番号 

上述(ケ) 開示請求者の電話番号に準ずる。 

（シ） （略） 

（ス）代理人のメールアドレス 

上述(ケ) 開示請求者の電話番号に準ずる。 

（ソ）～（ヌ） （略） 

ウ～オ （略） 

４～６ （略） 

 

第４ その他附帯業務 

１・２ （略） 

３ 電子証明書の一時保留解除等 

電子証明書は、個人番号カードに格納されるため、カードが紛失等によって一

時停止状態となると、それに伴い電子証明書も一時保留状態になる。また、紛失

した個人番号カードが後日発見された場合、一旦一時保留状態となった電子証明

書は、失効させる必要があるため、その旨を利用者又は代理人に説明し、失効申

請に基づいて電子証明書の失効を行う。 

 

 

 

あわせて、必要に応じて、新たな電子証明書の発行申請を求め、発行処理を行

う。 

４ 申請書等の保存 

（1）保存対象文書 

市区町村長は、以下に掲げる、法、令及び規則等に基づく申請書その他の

書類を保存しなければならない。 
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ア～ケ （略） 

コ 交付記録簿 

    （略） 

 


